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１ 沼袋駅前北側地区まちづくり方針とは 

（１）目的 

沼袋駅周辺では、連続立体交差事業による西武新宿線の地下化とともに区画街路第４号線や駅

前広場の整備が進み、都市基盤、交通ネットワークが大きく変わる段階にあります。また、一部区域

では市街地再開発事業の検討が始まるといった、建替えの需要も発生してきています。 

一方で、沼袋駅周辺では、買い物環境の改善や歩きやすい交通環境整備、防災対策などの課題

を抱えており、まちづくりの取組が求められています。 

そこで、沼袋駅前北側地区（以下、「本地区」）では、にぎやかで便利な生活の拠点を形成するとと

もに、快適で安全に暮らし続けられるまちの形成を目指し、区と地域の協働によりまちづくりを進める

ための検討が必要であると考え、本地区に土地や建物の権利を持っている方々で構成された沼袋

駅前北側地区まちづくり勉強会（以下、「勉強会」）を平成３０年度から現在に至るまで２４回実施して

きました。勉強会では、子育て世帯や高齢者世帯などの、多様な世代が集い暮らすまちづくりや、駅

前周辺エリアの建物の共同化や再開発等により、生活利便施設（商業施設など）を充実させることを

目指し、さらに新たな顔となる駅前のまちづくりを推進するため、沼袋駅前北側地区まちづくり方針

（以下、「まちづくり方針」）を作成しました。 

まちづくり方針は、地区の将来像を定め、権利者等と将来像を共有するとともに、将来像を実現す

るための具体的な指針を示し、地区整備計画の策定・変更に資することを目的とします。 

 

（２）計画の位置づけ 

まちづくり方針は、勉強会での検討に基づき、中野区都市計画マスタープラン及び西武新宿線沿

線まちづくり計画と整合を取りながら定めます。策定後は、まちづくり方針に定められた内容に基づ

き本地区のまちづくりを推進し、必要に応じて都市計画変更や事業制度を活用します。 
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（３）対象範囲 

 
 

（４）策定体制 

まちづくり方針は、勉強会で将来像や実現に向けた方向性を検討した内容を踏まえ、区と地元が

協議し、地元勉強会として策定します。 

 

 
 

図 策定体制 

 

 

  

沼袋駅前北側地区まちづくり方針の対象範囲 
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２ 上位・関連計画の整理 

（１）中野区都市計画マスタープラン（令和４（２０２２）年６月改定） 

中野区都市計画マスタープランの役割は、将来を見据えた中野区の今後の都市づくりの基本的な

指針となるとともに、地域地区や都市施設、市街地開発事業などの都市計画を決定する際の基本的

な方針を示すものです。 

 

○新井薬師前駅や沼袋駅周辺は、西武新宿線の連続

立体交差事業を契機に、新たなにぎわいの創出、

交通基盤の強化、防災性の向上、自然や歴史的・

文化的資源を活用した施策に基づいてまちづく

りをすすめます。 

○木造住宅密集地域において、防災生活道路の整備、

建物の不燃化・耐震化や共同化、無電柱化等をす

すめ、安全な市街地を形成します。 

○妙正寺川や江古田川周辺のみどりや親水空間、中

野通りの桜並木や哲学堂公園、平和の森公園、江

古田の森公園等の豊かな自然環境と、新井薬師や

寺町などの歴史・文化・伝統による地域の特色を

生かし、誰もが快適で安全に暮らし続けられる、

そして来街者にも心地よく、楽しく交流のできる

まちをつくります。 

 

①土地利用・まちの活力（本地区と関連のあるものについて原文抜粋しています。） 

○新井薬師前駅、沼袋駅周辺では、駅前の拠点地区において市街地再開発事業による共同化を

検討し、新たな顔となり、にぎわいと魅力あふれるまちづくりをすすめます。また、住宅地

と調和を図りながら商店や住商併用建物の立地を受け止める土地利用をすすめるとともに、

商店街の活性化、安全で快適な買い物空間の創出を図ります。 

○平和の森公園や中野区立総合体育館の施設利用者が中野駅や沼袋駅から多く訪れることか

ら、平和の森公園周辺地区の地区計画等に基づくまちづくりをすすめるとともに、歩行者空

間の確保に努めます。あわせて、中野駅と体育館、沼袋駅の３つの拠点を結節する機能の充

実を図ります。 

 

②道路・交通（本地区と関連のあるものについて原文抜粋しています。） 

○延焼遮断帯の形成や円滑な自動車交通の確保のため、中野通り（新青梅街道以北）、もみじ山

通り（西武新宿線鉄道交差部）、早稲田通り（中野通り以西）の事業をすすめます。また、地

区幹線道路となる区画街路第４号線（交通広場）及び地区集散道路２・３号など（新青梅街

道～沼袋駅～早稲田通り）の事業をすすめます。 

○新井薬師前駅、沼袋駅の各駅前においては、鉄道と他の交通機関との乗換え利便性を向上さ

北東部地域におけるまちづくりの方針 
♯  
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せ、交通広場や都市計画道路の整備をすすめます。また、歩車分離や無電柱化により、交通

基盤の強化や防災性の向上に寄与した基盤整備をすすめます。 

○中井駅から野方駅間の連続立体交差事業により新たな活用が可能となる鉄道事業用地（鉄道

上部空間）については、沿線まちづくりにおいて防災・交通環境・にぎわいの創出・緑化に

寄与する活用が図れるよう、土地所有者である西武鉄道、事業施行者である東京都など関係

機関と調整を図りながら検討をすすめます。 

 

③安全・安心（本地区と関連のあるものについて原文抜粋しています。） 

○新井二・三丁目の平和の森公園周辺地区は、地区計画等の活用により、敷地細分化の防止、

危険なブロック塀の解消、生垣化、狭あい道路の拡幅整備やすみ切りの確保、主要区画道路

（平和公園通り、野方駅から中野駅へのバス通り）の整備による災害時の緊急車両の通行、

安全な避難経路の確保等、防災まちづくりを着実に推進します。また、広域避難場所として

の機能確保を図るために周辺の防災性の向上を図ると同時に、よりよい住環境の形成を目指

し総合的に整備をすすめます。沼袋三丁目地区は、地区住民の合意のもと地区整備計画を策

定し、道路整備や木造住宅密集地域の改善を図ります。 

○このほか、木造住宅が密集する沼袋一～四丁目地区は、地区計画に基づき区画街路第４号線

整備にあわせて沿道建物の不燃化をすすめ、延焼遮断帯としての機能確保をすすめるととも

に、地区住民の合意のもと、さらに周辺の住宅地についても木造住宅密集地域の改善を図り、

災害に強い住宅地の形成を図ります。 

○妙正寺川や江古田川沿いの地区は、浸水危険度に関する情報提供や、地下室・半地下建物へ

の浸水対策を誘導するなど、水害の未然防止、浸水被害の軽減に資する取組をすすめます。 

 

④水とみどりの環境・景観（本地区と関連のあるものについて原文抜粋しています。） 

○新井薬師前駅や沼袋駅周辺は、道路や広場等の公共空間の緑化をすすめるとともに、土地の

高度利用により身近な憩いの場となるオープンスペースの確保を図ります。住宅地では、敷

地内のみどりの保護・育成、危険なブロック塀の生垣化をすすめ、みどり豊かな生活環境の

向上を図ります。 

○江古田の森公園、哲学堂公園・江古田公園、中野上高田公園（上高田運動施設）、平和の森公

園等の大規模な公園や社寺境内林、屋敷林などが多く分布する特色を生かし、みどりの保全・

育成を図るとともに、みどりに囲まれたうるおいのある住環境を形成します。 

○妙正寺川や江古田川の河川改修にあたっては、水辺のうるおい空間の創出に配慮するととも

に、河川管理用通路や河川沿いの敷地を活用して連続したみどりの保全・育成を図り、水と

みどりの親水軸の形成をすすめます。  
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（２）中野区景観方針（令和４（２０２２）年６月策定） 

中野区景観方針は、区における景観づくりを進める背景や必要性を踏まえ、区が多くの人々を惹

きつけ、将来にわたって持続的に発展していくため、まちのにぎわいや安全性・快適性の向上に加え、

区民や来街者等にとって魅力的で、住み働く場として誇りと愛着を持つことができるような優れた都

市景観を形成することを目的としています。目指す都市景観の実現に向けて、区民等、事業者及び

区が、それぞれの役割を果たし、協働で進める景観づくりの基本的な方針です。景観特性に合わせ

て３つの基本方針を定め、必要となる景観づくりの取組を導き出します。 

各基本方針は、次のとおりです。 

 
 

（３）中野区脱炭素ロードマップ（令和６（２０２４）年６月策定） 

中野区脱炭素ロードマップは、第４次中野区環境基本計画等で定めた二酸化炭素排出削減の目

標達成に向けて、区の取組内容や削減効果、取組の方向性等を示すものです。まちづくりの全体方

針として、今後の区内のまちづくりに関わるあらゆる取組を通じて、環境配慮・脱炭素化の視点を加

え、「エネルギーの効率的利用の推進」、「みどりを活かしたゆとりある環境の形成」、「環境負荷の少

ない交通環境の形成」の取組について検討し、合意形成を図りながら、実行していくこととしています。 

 

まちづくりの全体方針 

 
 

また、全体方針を踏まえ、現在進めているまちづくりにおいて脱炭素化の取組を進めるとともに、

今後のまちづくりの計画等に際して脱炭素の推進の視点を盛り込み、環境配慮の施策誘導を図りま

す。 

 
（※取組２・８・１０～１４・１７～３１については、まちづくり方針と関連性が低いため省略）  

基本方針１ 自然とのかかわりを大切にする 

基本方針２ 歴史･文化とのかかわりを生かす 

基本方針３ 暮らしの中のにぎわい･うるおい･個性を育てる 

方針１ エネルギーの効率的利用の推進 

方針２ みどりを活かしたゆとりある環境の形成 

方針３ 環境負荷の少ない交通環境の形成 

取組１ 地区計画、任意のまちづくり計画への脱炭素への取組の位置付け 

取組３ 西武新宿線沿線まちづくりにおける対策促進 

取組４ 公園灯のＬＥＤ化 

取組５ 道路整備における低炭素材料利用の推進 

取組６ 道路･公園等における熱環境緩和 

取組７ 道路･公園等における緑化の推進 

取組９ 省エネルギー･再生可能エネルギー設備の導入支援 

取組 15 公共交通の利用促進 

取組 16 自転車利用環境の整備 



6 

（４）中野区みどりの基本計画（平成３１（２０１９）年１月改定） 

中野区みどりの基本計画は、みどりが持つ多様な機能を十分に発揮することで、中野区基本構想

で掲げる将来都市像「多彩なまちの魅力と支え合う区民の力」のあるまちの実現を目指すための計

画として策定されています。地域の特性や課題に対応するため、地域別の緑化推進の方針を定めて

おり、本地区は、北東部地域に含まれています。 

 

■ 北東部地域 みどりの整備方針 

 
・大規模公園内の樹林の良好な状態での維持保全 

・哲学堂公園と周辺地域の歴史、文化、景観的資源に調和したみどりの保全と整備 

・中野通りの街路樹の保全と充実 

・西武新宿線連続立体交差事業の進展を踏まえた新たなみどりの軸の確保 

・地域にゆかりのあるみどり空間の保全 

・屋敷林等のみどりの良好な状態での保全 

・沼袋駅周辺、新井薬師前駅周辺のまちづくり事業と連携した緑化の推進と緑地の保全 

・良好な公園緑地の充実 

・平和公園の拡張、再整備 

  

みどりの拠点の有効活用、妙正寺川沿いのみどりを活かした地域整備 

西武新宿線沿線まちづくり事業と連携したみどりの充実 
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（５）西武新宿線沿線まちづくり計画（平成２１（２００９）年１１月策定） 

西武新宿線の連続立体交差事業を一つの契機としながら、「中野区基本構想」や「中野区都市計

画マスタープラン」に示されたまちの将来像の実現を目指すため、沿線におけるまちづくりの方向性

や都市基盤の考え方を示した計画となっています。 

 
沿線地域全体の将来像とまちづくり方針 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

♯ֹᶊᵭᶮᵣᵫ ᵴᶫᵾ♯  ֹ ╓ᶍ ᶣ ᶇטּ ᵸᶪ סּ ᶉ ᶀɕ 

⇒各地区の個性を活かした駅周辺の形成をす

すめ、駅を中心としたにぎわい再生と生活利

便の向上を図る 

⇒沿線地域の豊かな自然を楽しみながら、東西

の駅間を巡り、交流できる軸線を形成する 

 

ֹ ᶇ ᶆ ᶊ ᶨᵺᶪᶝ

ᶀ ֹ↨ ᶊ↨ ᵶᶅ ᶨᵺᶪ ᶍ ᵣᶝᶀ 

⇒歩行者･自転車にやさしい交通環境をつく

るため、骨子となる道路ネットワークを整

える 

⇒必要な都市基盤を整え、沿線地域全体の防

災性向上を図る 
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（６）西武新宿線沿線まちづくり整備方針（新井薬師前駅及び沼袋駅周辺地区編）  

（平成２７（２０１５）年９月策定） 

西武新宿線のまちづくりについては、平成２４年９月に「沼袋駅周辺地区まちづくり検討会」が、平

成２５年２月に「新井薬師前駅周辺地区まちづくり検討会」がそれぞれ設立され、地域の方々が主体

となって、区も支援しながら新たなまちづくりの目標や方針の検討を進め、平成２６年度末に「まちづ

くり構想」をとりまとめ区へ提案しました。こうした背景の中で、連続立体交差事業を契機とした新井

薬師前駅及び沼袋駅周辺のまちづくりの機運が高まっています。 

そこで「西武新宿線沿線まちづくり整備方針」は、それぞれの検討会からご提案いただいた「まちづ

くり構想」等の内容を踏まえ、連続立体交差事業が進められている新井薬師前駅及び沼袋駅周辺地

区における今後のまちづくりの整備方針を示すものです。 

この整備方針に基づき、鉄道の立体交差化と合わせて、新井薬師前駅及び沼袋駅周辺のまちづく

りを一層推進しています。 

 

■ 地区の将来像 

     妙正寺川と豊かな緑に恵まれ、憩える生活環境があるまち 

 

■ 将来像を実現するための施策 

①新たなにぎわいの創出 

②交通基盤の強化 

③防災性の向上 

④自然や歴史文化資源を活用したまちづくり 

 

 

（７）【東京都】防災都市づくり推進計画 基本方針（令和８（２０２６）年３月改

定） 

防災都市づくり推進計画は、東京都震災対策条例（平成１２年東京都条例第２０２号）第１３条の規

定に基づき、震災を予防し、震災時の被害拡大を防ぐため、主に、延焼遮断帯の形成、緊急輸送道

路の機能確保、安全で良質な市街地の形成及び避難場所等の確保など、都市構造の改善に関する

諸施策を推進することを目的として定める計画です。 

本計画は、「基本方針」と「整備プログラム」とで構成されます。基本方針は、防災都市づくりに関す

る施策の指針や目標等を定めるもので、整備プログラムは、基本方針に基づく具体的な整備計画な

どを定めるものです。 

本地区注１)においては、全域が防災環境向上地区に指定されており、防災都市づくりの将来像を目

指す上で、防災生活道路・公園などの公共施設の整備を率先して誘導するとともに、老朽建築物等

の建替えを促進するなど、防災性向上と居住環境の整備を優先的に行っていくこととされています。 

注１）防災都市づくり推進計画 基本方針（東京都）で定められている整備地域以外の木造住宅密集地

域（令和６年）が防災環境向上地区として指定されており、沼袋地区では沼袋一丁目から四丁目が

該当する。 
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防災環境向上指定地区の指定基準注） 

次のいずれかに該当する地区（町丁目を基本単位とする） 

（１）整備地域に該当する区域以外で、（ａ）から（ｅ）に掲げる全ての基準に該当する地

区※１ 

（ａ） 補正不燃領域率が６０％未満 

（ｂ） 住宅戸数密度が５５世帯／ｈａ以上 

（ｃ） 住宅戸数密度（３階以上共同住宅を除く。）が４５世帯／ｈａ以上 

（ｄ） 想定平均焼失率（都方式）が２０％以上 

（ｅ） 総合危険度４以上※２ 

（２）整備地域及び（１）に該当する区域以外で、総合危険度５に相当する地区※２ 

なお、当該地区に連坦する区域も指定することができる。 
 

注）令和７（２０２５）年の防災環境向上地区の新規指定は、令和３（２０２１）年土地利用現況調査（区部）

及び令和４（２０２２）年土地利用現況調査（多摩）による補正不燃領域率、令和２（２０２０）年国勢

調査による住宅戸数密度、第９回地域危険度測定調査から算出 

※１防火規制の導入や防災都市づくりに関する事業の実施等により不燃領域率が改善傾向にある地区を除き、

防災まちづくり検討の熟度やまちづくりの実現性などの地域の特性を踏まえ指定 

※２都が整備の必要性を確認した町丁目は（ｅ）の条件を除く 

 

防災環境向上地区の除外基準 

不燃領域率が７０％に到達した指定基準に示す指標に該当する地区及び当該町丁目に連担

する区域 

 

 
図 防災環境向上地区 
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３ 現状と課題 

（１）居住者の状況 

①現状 

地域の居住者は、２０歳代、８０歳以上及び外国人居住者が多い状況 

・沼袋一丁目の年齢別人口は、６５歳以上の割合が２５．３％と中野区全体や東京都と比較し

て高く、３０～５０歳代と０～１９歳の割合が低く、子育て層が少ない地域と言えます。 

・年齢別に人口構成を見ると、当地域では特に２０歳代、８０歳以上の人口割合、さらには外

国人の割合が東京都や中野区と比較しても高い状況にあります。 

 

 
（出典）令和２年国勢調査をもとに作成 

図 年齢別構成比の比較 

 

表 人口割合の比較（沼袋一丁目）  

人口（人） ６５歳以上割合 １５歳未満割合 外国人割合 

沼袋一丁目 3,580 25.3% 4.9% 5.2% 

中野区 344,880 19.1% 8.4% 4.5% 

東京都 14,047,594 22.1% 11.2% 3.4% 

（出典）令和２年国勢調査 

②課題 

・地域のにぎわいと関わりが深い子育て層が増えるよう、子育て層に選ばれる魅力的なまちづ

くりを多面的に進める必要があります。 

・高齢者も安心して暮らせる社会基盤（歩行者が安心して歩ける道路、ベンチや休憩スペース

の整備、人の交流によるウエルネスの向上等）の整備を進める必要があります。 
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（２）商業・住宅の状況 

①現状 

区画街路第４号線沿い等で商店街が形成され、内側のエリアは住宅地を形成 

・区画街路第４号線沿い、西武新宿線沿い、禅定院通り沿いを中心に、小規模な店舗が点在し

ています。 

・地区内の内側のエリアは集合住宅や戸建て住宅が混在する住宅地を形成しています。 

・地区の周辺には禅定院や沼袋氷川神社などの寺社が立地し、地域の象徴となっています。 

・駅前のスーパーマーケットが鉄道の地下化工事に伴い閉店し、食料品や日用品の買い物が不

便な状況となっています。 

 

 
（出典）土地利用調査（令和３年）をもとに作図 

図 土地利用の状況 

 

表 区画街路第４号線、禅定院通りの商店立地の状況 

道路 敷地数 １階商店数 １階商店の割合 

区画街路第４号線 12 13 108% 

禅定院通り 

（東側・西側） 
30 17 57% 

（出典）敷地数、商店数：google Street View（２０２４年１０月撮影）を目視で判断 

 

②課題 

・住民の利便性向上に向け、駅周辺および住宅地内での買い物環境を改善する必要があります。 

・歩行者が快適に滞留・回遊できる空間が十分に確保されておらず、既存商店の営業継続意欲

や新規出店の促進につながる場の整備やにぎわいを創出する必要があります。 

・商業と住宅が混在する環境において、調和のとれた土地利用誘導をする必要があります。 
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（３）道路・交通の状況 

①現状 

地区内の街区を構成する道路は幅員が狭い 

・地区内の街区を構成する道路は総じて幅員が狭く、安全性や快適性が十分ではありません。 

・地区内の道路は私道が多く、禅定院通りより東側の街区内では道路自体が少なく、袋小路や

行き止まり道路となっています。 

・区画街路第４号線は拡幅整備が進められており、交通の利便性向上が期待されます。 

・地区内は区民にとって、自分または相手が自転車を利用している際に危険を感じる箇所とな

っています。 

 
（出典）市街地状況基礎データ（Ｈ３１．２ 東京消防庁）をもとに作図 

図 道路幅員の状況 

 

沼袋駅は徒歩によるアクセスが主。乗り・降りで１７，３３０人／日が利用（２０２３年） 

・沼袋駅の乗車人数は１日あたり１７，３３０人程度（２０２３年度）と、中野駅の５％程度、

隣駅の新井薬師駅とは同程度の乗客数です。 

・区画街路第４号線沿いに路線バスが走り、中野駅まで公共交通動線がつながっています。 

・沼袋駅利用者の９６．７％が徒歩で移動しており、自転車の利用者は２％です。駅周辺に駐

輪場が３か所７２４台分あり、統計上、鉄道利用者分は充足していると考えられます。 

 

表 エリア別駐輪場設置数 

エリア 箇所数 合計台数 

沼袋駅周辺 ３ ７２４ 

新井薬師前駅周辺 ２ ３００ 

中野駅周辺 ４ ３，５７９ 

（出典）自転車駐車場一覧（中野区ＨＰ Ｒ７．１１．１４閲覧）  
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（出典）国土数値情報、西武鉄道ＨＰ、東京メトロＨＰ 

図 一日当たりの沼袋駅乗降人数と区内他駅との比較 

 

 
（出典）東京都市圏パーソントリップ調査（Ｈ３０ 国土交通省） 

図 沼袋駅と区内他駅への手段別アクセス方法（乗降計・トリップ／日） 

 

②課題 

・幅員が狭く、車の離合（すれ違い）が困難で、自転車や歩行者と交錯する交通状態となって

います。 

・地域の安全性を確保に向けた道路環境の整備を行っていくために、道路ネットワークの整理

や道路幅員を確保していく必要があります。 

・駅前空間では複数の動線が集中しているおり、徒歩を中心としたアクセス環境を活かしつつ、

多様な移動手段に対応できる交通環境を整備していく必要があります。 
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（４）災害における状況 

①現状 

沼袋一丁目の地震災害に対する危険度は「総合危険度ランク３」 

・東京都が都内の５，１９２町丁目を対象に実施する地域危険度測定調査によると、沼袋一丁

目は「建物倒壊危険度」「災害時活動困難係数」等の観点から中程度の危険性があるとされて

いる「総合危険度ランク３」に分類されています。 

・対象地域には、耐火造や準耐火造より耐火性能が低い、防火造の建物も一定数存在します。 

 

 
（出典）東京危険度マップ（東京都 ２０２２） 

図 地域危険度（総合危険度）の状況 

 

 
（出典）令和３年度区部土地利用現況調査をもとに作図 

図 建築物の構造 

 

表 地区内の構造別建築棟数 

構造 耐火造 準耐火造 防火造 木造 不明 合計 

棟数（棟） ５６ １１ ５９ ２ ２ １３０ 

（出典）令和３年度区部土地利用現況調査  
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消防活動困難区域が周辺に広がる 

・沼袋一丁目をはじめ、本地区周辺一帯が木造住宅密集地域（防災環境向上地区）に指定され

ています。 

・計画地内には消火栓が５か所、沼袋高齢者会館に防火水槽が整備されていますが、線路をま

たいだ消火活動が困難と考えると、本地区の東側が消防活動困難区域※に含まれます。 

※「消防活動困難区域」とは、火災や災害時に消防車などの緊急車両が近くまで入りにくく、消火や

救助が行いづらい区域を指します。東京都では、幅員６ｍ以上の道路から半径１４０ｍの範囲に含

まれない区域を目安に指定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典）消火栓及び防火水槽等の位置データ（Ｒ７．４ 東京消防庁）及び 

市街地状況基礎データ（Ｈ３１．２ 東京消防庁）をもとに作図    

図 本地区における消火栓及び防火水槽等位置・消防活動困難区域図 

  

╓ 
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妙正寺川の氾濫による水害予測エリアに位置する 

・想定最大規模（１時間降水量１５３ｍｍ、総降雨量６９０ｍｍ）を想定にした妙正寺川の氾

濫や内水氾濫を対象にした浸水想定区域では地区内では０．５ｍ～１．０ｍの浸水（一部で

１．０ｍ～２．０ｍ）が想定されています。 

・本地区における水害履歴をみると、平成５年８月１日集中豪雨、平成１７年８月１５日集中

豪雨、平成１７年９月４日集中豪雨で床上若しくは床下浸水被害を受けています。特に、沼

袋一丁目や三丁目の妙正寺川の沿川で発生しており、中野駅方面へ避難できない状況となっ

ています。 

 

 
（出典）水害ハザードマップ（中野区 Ｒ６．７） 

図 水害予想エリア 

 

②課題 

・細街路が多いため、がれき等による道路閉塞が発生した場合、消防活動が困難になる可能性

があります。 

・避難路の両側に老朽建物があり、これらの倒壊によって避難路が確保されない可能性があり

ます。 

・ブロック塀や建物の倒壊で、避難が困難となる行き止まり道路があるため、通り抜けができ

るように地区内の行き止まり道路を解消する必要があります。 

・地震や水害に対する災害リスクを軽減するため、建物の耐震化や避難所の充実など、リスク

に対応できる地域づくりが必要です。 
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（５）みどりや地域資源の状況 

①現状 

地区周辺ではみどり豊かな地域が広がる 

・本地区の周辺には平和の森公園や沼袋氷川神社、禅定院などみどり豊かな公園や神社などが

点在しており、周辺住民等にとって貴重な地域資源であり、みどりの空間にもなっています。 

・地区内は、周辺のみどりと視覚的・物理的に隔絶されており、都市的な硬質感が強い景観や

環境です。 

・地区内にはみどりや広場がほとんど見られません。 

 

 
 

 

②課題 

・沼袋駅から禅定院や沼袋氷川神社へ向かう街並みでは、地域資源を活かした景観づくりが十

分に行われておらず、周辺の雰囲気に調和した空間整備が求められます。 

 

 

（６）都市基盤整備の状況 

①現状 

鉄道の連続立体交差化事業とあわせて区画街路第４号線整備が進む 

・本地区周辺では、西武鉄道による鉄道の連続立体交差化事業とあわせて、区画街路第４号線

の街路事業（西武新宿線沼袋駅から新青梅街道までの約５６０ｍを対象に、幅員を１４ｍに

拡幅）が進んでいます。 

 

地区内で市街地再開発事業の検討が始まる 

・本地区の禅定院通りより西側の街区において、市街地再開発事業実現の検討を行う「沼袋駅

北口西地区再開発検討会」が、令和６年７月に設立されました。 

 

②課題 

・今後見込まれるまちの整備・更新に対し、地権者・住民・事業者等の合意形成の場や積極的

なまちづくりへの参加を募るための仕組みづくりが望まれます。 

  

▲新藤橋からみる平和の森公園 ▲地区東側からみる沼袋氷川神社 ▲地区内(禅定院通り)の様子 
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（７）都市計画の状況 

①現状 

地区内の大部分は商業系用途に指定 

・区画街路第４号線から３０ｍの範囲を含む街区では、商業地域（容積率４００％建ぺい率８

０％）に指定され、地区内のその他のエリアは近隣商業地域（容積率３００％建ぺい率８０％）

に指定されています。 

 
（出典）なかのデータマップ（中野区ＨＰ Ｒ７．１１．１４閲覧） 

図 本地区の用途地域 

 

地区内は地区計画が定められているが、一部で地区整備計画は未策定 

・「沼袋区画街路第４号線沿道地区地区計画」が都市計画決定されています。 

・Ａ地区、Ｂ地区、Ｃ地区、Ｄ２地区で地区整備計画が定められています。 

 
（出典）中野区ＨＰ 

図 沼袋区画街路第４号線沿道地区地区計画 計画概要図 

②課題 

・地区整備計画はＡ地区、Ｂ地区、Ｃ地区、Ｄ２地区で定められていますが、Ｄ１地区は未策

定です。  

 

þ ╓ᶍ ᴴ ᶒ ᶊ
ᵸᶪ  
ᴴ  
ᴴ  
ᴴ ᶍ  

þ  
ᴴ ᶍ  
ᴴ ᶍ  
ᴴ ∞ ᶍ  
ᴴ ᵴᶍ  
ᴴ ᴲ ᴲ≥ ᶍ  

ᶉᶈ 

֩ ᵧ
ᶍḳᴻḳ֪ᶍ ╓ᶎ AƎ

BƎ CƎ ᴲ
D ᶇᵸᶪ  G
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４ まちの将来像 

本地区の現状と課題から、以下のとおりまちの将来像を定めました。 

 

・西武新宿線の地下化に伴うまちづくりにより、にぎやかで便利な生活拠点の形成を目指しま

す。 

・交通環境の整備や災害時にも安心して暮らせる生活環境整備、歴史・文化・自然による地域

の特色を活かした、快適で安全に暮らし続けられるまちの形成を目指します。 

 

※ 沼袋駅前北側地区 まちづくりアンケートについて 

沼袋駅前北側地区では、連続立体交差事業による西武新宿線の地下化が進められているほか、区画街

路第４号線の拡幅事業も進んでおり、これらの事業を契機とした新たなにぎわいの創出等をはかるまち

づくりの検討が進められています。沼袋駅前北側のまちの将来像を検討する際、本地区に土地・建物を

所有している権利者に対して、意向を把握することを目的にアンケート調査を実施しました。 

実施期間 令和７年１１月２９日(土)～１２月２２日(月) 

調査対象者 沼袋駅前北側地区の土地や建物の権利者様（１９０名に配布） 

回答方法 

調査用紙と同封資料「沼袋駅前北側地区まちづくり方針（案）概要版」を読んで、 

・調査用紙への直接記入し回答 

・調査用紙に記載されたWEBサイトで回答 

回答者数 (率 ) ６６名(３４．７％) 

アンケートの詳細な結果は、「沼袋駅前北側地区のまちづくりにおけるアンケート調査結果」をご参照

ください。  

新しい沼袋駅前の顔となる生活拠点 

 

Ø ♯  ǱǔǘǂǽȋɜȚºȱă ƾǼǲǾÔǱǔǡוֹ ÕǞǗƷǙÙ 

 

設問：本地区の『まちの将来像』をみて、あなたの感じ方に近いものを選択してください。 

 

多くの方（97％）に本地区の

「まちの将来像」について、

賛同いただきました。 
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５ まちづくりの基本的な考え方 

（１）まちづくりの基本的な考え方 

まちの将来像の実現に向けて、基本的な考え方を整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Øǲǜǽ¤ Ù 

・子育て層に選ばれる魅力的なまちづくりが

なされていない。 

・沼袋駅から禅定院や沼袋氷川神社に向かう

街並みは地域資源を意識した景観にはなっ

ていない。 

・地区内にはみどりや広場がほとんど見られ

ない。 

ӡ♯Ǜ♯ƾǼǗǝƿǾ ȅ ǛǊǒ 

ǞǁȂƷ  

鉄道の地下化により駅前空間をはじめとし

て、地域の人々が滞留できる空間を創出しま

す。 

あわせて、子どもから高齢者まで誰もが安

心して歩ける駅前空間を形成します。 

駅周辺や駅からつながる商店街を中心に、

商業機能や交流の場を充実させ、にぎわいの

ある空間を創出します。 

ӢǓǿǵƿ ǼǊǷǌǂ↨ ǚǀǾ ǱƷǛ

ǡ  

ゆとりある歩行空間の確保、自転車やバス

など多様な移動手段に対応した交通ネットワ

ークの整備を通じて、誰もが安心して移動で

きるまちづくりを進めます。 

建物の耐震化の推進や道路拡幅の整備を通

じて、防災機能と快適性を両立させた、だれ

もが安心して暮らせ、地域内外の移動のしや

すさに配慮した生活環境整備を図ります。 

ӣ ╓ǡ ȅƷƾǊ  ƿ ƿǾǱǔ 

周辺に位置する公園や神社などの地域資源

と調和するまちなみを誘導し、地域の特色や

文化を活かした「沼袋らしさ」をまちづくり

に反映することで、住みたい、商売したいと

思えるまちづくりを推進します。 

Ø ¤ Ù 

・住民の利便性向上に向け、駅周辺および住

宅地内での買い物環境が不足している。 

・歩行者が快適に滞留・回遊できる空間が十

分に確保されていない。既存商店の営業継

続意欲や新規出店の促進につながる場の整

備やにぎわいの創出が必要。 

Ø ¤ Ù 

・幅員が狭く、車の離合（すれ違い）が困難

で、自転車や歩行者と交錯する。 

・徒歩を中心としたアクセス環境を活かしつ

つも、多様な移動手段に対応できていない。 

・自動車の東西方向の動線の強化が求められ

る。 

Ø Ù 

・細街路が多く、緊急車両の進入が困難。 

・老朽化が進んだ建物もあり、倒壊によって

避難路として機能しない可能性がある。 

・２方向避難が確保されていない地域があ

る。 

・地震災害に備えた建物の耐震化や避難所の

充実がされていない。 

Øǐǡ Ù 

・高齢者も安心して暮らせる社会基盤（歩行

者が安心して歩ける道路、ベンチや休憩ス

ペース等）がない。 

課題 まちづくりの基本的な考え方 
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（２）まちづくりの骨格 

地区のまちづくりを進めていくにあたり、まちにとって重要な軸や拠点を設定し、将来像に向けて重

点的に誘導します。 

 

 
・沼袋駅からの主要な動線は多くの人が利用することから、まちづくりにおいても重要な軸と

して設定します。 

○区画街路第４号線 

○禅定院通り 

○西武新宿線沿い 

 

 
・駅前空間は鉄道やバス等の公共交通機関の結節点であり、周辺地域からも多く集まることか

ら、まちづくりにおいても重要な拠点と設定します。 

○沼袋駅前空間 

○西武新宿線の上部空間 

 

 
図 まちづくりの骨格図  

ӡ ǝ ¥ ǂǡ ƿ ǌǾ  

Ӣ ǝ ¥ ǂǡ ƿ ǱǾ  
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６ まちづくり方針の内容 

商業機能の充実、商店街の魅力向上、交流空間の設置などを通じて、地域の商業活性化を図り、にぎ

わいのある拠点を創出するため、まちの将来像の実現に向けた基本的な考え方に基づき、全体方針とゾ

ーン別方針を定めます。 

 

（１）全体方針 

基本的な考え方に基づき、本地区全体のまちづくり方針を以下に示します。本地区の現状や課題

を整理するうえで軸となる４つの分野ごとに、以下のように方針を整理しました。また、方針に関連の

あるゾーンについても示しています。 

 

①商業・住宅 

・駅前や区画街路第４号線沿道には、スーパーマーケットや商店街の個店など日常生活を支え

る店舗やサービス機能の誘導を図り、地域の買い物の利便性を高めます。 

・周辺の閑静な住宅地との調和に配慮しつつ、単身世帯向けの住宅だけでなくファミリー世帯

向けの集合住宅や、さらに子育て世帯や多様な世帯の人々が生活する際に利便性の高い商業

施設の誘導を図ります。 

・小規模な店舗が点在する現状を活かしつつ、歩いて楽しめる商店街の空間形成を通じて、地

域に開かれたにぎわいの場をつくります。 

・地域で育まれた伝統的な行事を活かしたまちづくりを推進します。 

・駅前の新たな動線に沿って、交流や滞留が生まれるような空間設計と商業機能の連携を図り

ます。 

・老朽建築物等の建替えを促進するため、建物の形態や配置を計画的に誘導できる仕組みを設

け、土地の有効利用と周辺環境に調和した良好な街並みの形成を図ります。 

・建替え後の建物は耐震性・耐火性の向上、バリアフリー化に加えて、建物の断熱化、省エネ

効率の高い機器の導入及び太陽光発電設備導入等の再生可能エネルギーの活用等を行い、環

境配慮・脱炭素化の視点を取り入れた住環境を目指します。 

参考例 

 
出典：自由が丘一丁目２９番地市街地再開発組合 

  ▲再開発事業により歩行者空間やにぎわい空間を創出した自由が丘駅前 
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Ø ♯  ǱǔǘǂǽȋɜȚºȱ  ƾǼǲǾוֹ

Ô ♯ ǞǨǈȂǊƷǞǁȂƷǡƵǾ ǡ ÕǞǗƷǙÙ 

 

設問：沼袋駅前北側にふさわしいと思う「にぎわいのある空間」の形を選択してください。 

 

 

Ø ♯  ǱǔǘǂǽȋɜȚºȱ  ƾǼǲǾוֹ

Ô ♯ ǞǨǈȂǊƷƽ ǡ ÕǞǗƷǙÙ 

 

設問：沼袋駅前北側に最もふさわしいと思うお店の形状を選択してください。 
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②道路・交通 

・狭あい道路の解消や、段階的な道路整備・拡幅により、防災力を高めるとともに、安心して

通行できる歩行空間の形成を図ります。 

・区画街路第４号線や西武新宿線沿い、禅定院通りは駅を中心としたまちの主要な動線として

地区内外を安全かつ快適につなぐ軸とします。 

・駅周辺では、鉄道とバスだけでなく、自転車やシェアモビリティ等を含めた交通結節点とし

ての機能を整備します。 

・駅南北のつながりを深めるとともに、東西方向の道路を拡幅することで、地区内動線の整備

と地区周辺の動線を強化します。 

・地区内には自家用車の利用を前提とした幹線道路がないため、駅周辺に自家用車が集中しな

いよう交通運用や施設配置にも配慮します。 

・重要な軸の沿道では、夜間には照明を工夫し、安心して歩ける明るく魅力的な通りを演出し

ます。 

参考例 

 
 

 

  

 

Ø ♯  ǱǔǘǂǽȋɜȚºȱ  ƾǼǲǾוֹ

Ô ǡ ÕǞǗƷǙÙ 

 

設問：沼袋駅前北側の交通環境について、特に懸念していることを選択してください。 

 

▲現在の区画街路第４号線 ▲道路整備 拡幅後の区画街路第４号線(イメージ) 
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③防災 

・老朽木造建物や旧耐震基準の建物の建替えを促進し、倒壊・延焼リスクを低減しながら、地

震や火災に強い市街地を目指します。 

・駅前空間の整備や道路整備とあわせて、災害時の安全な一時滞留空間や、緊急車両の通行の

確保など、防災対応力の向上を図ります。 

・地区内に安全な避難路を確保し、消防活動困難区域の解消を図るために、必要に応じて地区

内の道路を適切な間隔で、防災上重要な路線（幅員４ｍ～６ｍ）として整備を行います。こ

れにより、区画街路第４号線や既存道路とのネットワークを強化します。 

・道路整備とあわせて、緊急車両や避難の支障となる電柱の移設の働きかけ、沿道の危険ブロ

ック塀等の除却などにより、安全な避難路の確保を行っていきます。 

・公園等の一時集合場所等は、防災上重要な施設として、今後も適切に維持・活用します。 

・浸水予想区域図（東京都）や中野区水害ハザードマップ等から、水害時の避難については指

定避難所等の安全な場所へ迅速に避難できるように、安全な避難路の確保を行っていきます。 

 

④みどり・景観 

・周辺の大規模な公園や寺社、妙正寺川などとのみどりのつながりに配慮し、区画街路第４号

線や西武新宿線沿い及び上部空間等で緑化を図ります。 

・大規模開発を行う際には、中野区みどりの保護と育成に関する条例によるみどりの量の確保

だけでなく、沿道や歩行者空間にみどりを配置するなど、地域の人々が日常的にみどりを感

じられる配置を事業者に求めます。 

・駅前空間や上部空間には、緑化や休憩スペースの整備などを通じて、人が立ち止まり、憩え

る空間の創出を図ります。 

・建物の高さ・配置・デザインに一定の誘導を図り、統一感のある景観形成を目指します。 

  



26 

（２）ゾーン別方針 

対象範囲を特性ごとにゾーニングした方針を以下に示します。 

 

 
 

  

 Ḇᴻḻ  

♯  

4 Ⱳ  

╪ ᶩⱲ  

Ⱳ  

ᶍ  

ᶍ  
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①駅前空間 

本ゾーンは、鉄道の地下化により地上部に創出される駅前空間と、その周辺に隣接する範囲を対

象とします。南北を結ぶ新たな歩行者動線の結節点となり、交通結節機能と地域のにぎわいを兼ね

備えたエリアとして重要な役割を担います。 

駅前の“顔”にふさわしい機能と景観を整備し、住民・来訪者の交流・滞留を生み出すことで、地域

の魅力と利便性の向上を図ります。 

 

１）安心して歩ける、ゆとりある駅前動線 

・鉄道上部空間を利用し、連続的でバリアフリーな駅南北の新たな歩行者動線を創出します。 

・木陰やベンチ等を設置した休憩スペースを設け、高齢者も無理なく移動できる、多世代が集

える空間を設けます。 

・歩行者を中心に、自動車、自転車、バスなどの多様な移動手段を考慮し、各利用者が安全、

快適に通行、滞留できるゆとりのある空間を目指します。 

・過度な自動車の集中が生じない施設を誘致します。 

 

２）交流とにぎわいの拠点づくり 

・駅に直結した立地特性を活かし、日常生活を支える商業・サービスと居住機能の複合的な土

地利用を誘導し、駅周辺の滞在性と回遊性を高めます。 

 

３）災害にも対応できる、安全な駅前空間 

・一時滞留・避難スペースとしても活用可能な空間を整備し、災害時の対応力を高めます。 

 

参考例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

▲オープンテラス(武蔵小杉駅前) ▲住宅棟の低層階に商業施設(ザ モール武蔵小山駅前) 

▲駅前広場のにぎわい(武蔵小杉駅前) ▲イベントができる駅前広場(新小岩駅前) 
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②区画街路第４号線沿道 

区画街路第４号線沿道ゾーンは、駅前から南北に伸びる地区の主要幹線であり、商業・サービス

機能が集積し、駅前空間との一体的なまちづくりにおいて重要な軸となるエリアです。将来的には、

生活利便性とにぎわいが共存する「歩いて楽しい沿道空間」として整備し、駅前ゾーンと連携した都

市的な魅力を高めていきます。 

 

１）商店街が連続するにぎわいの沿道 

・沼袋駅からにぎわいがつながるよう、低層階にスーパーマーケットや商店街の個店などの日

常生活を支える商業・サービス施設の誘導を図ります。 

・歩行者が楽しめるよう、店舗前の空間を活用したにぎわい創出を図ります。 

 

２）歩いて快適で、安心できるまちの道 

・建物の壁面後退や公開空地の整備などにより、ゆとりある歩行空間を確保し、歩行者の安全・

快適性と回遊性を高めます。 

 

３）安心して暮らし続けられる、安全な建物とまちへ 

・延焼遮断帯としての役割を果たすため、耐火建築物への建替え等、不燃化の促進を支援しま

す。 

・消防活動困難区域の解消に資する道路整備やゆとりある歩行空間の創出により、災害時の安

全性を高める沿道づくりを進めます。 

 

参考例 

  
 

 

  

▲区画街路第４号線の道路整備後(イメージ) ▲区画街路第４号線沿いの商業施設(イメージ) 
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③禅定院通り沿道 

禅定院通り沿道ゾーンは、駅前から禅定院やその周辺の住宅地をつなぐ軸であり、沿道には住宅

や小規模な店舗が点在しています。 

西側は市街地再開発事業が検討されており、一体的な更新が見込まれる一方、東側では段階的

な更新が想定されます。 

 

１）歩きやすく活気ある沿道 

・安全で歩きやすい歩行環境の確保を図り、駅前からの回遊性高め、駅と周辺地域とをつなぐ

魅力的で安全な動線としても機能させます。 

・小規模な店舗やサービス機能の立地を活かし、沿道の多様なにぎわいを創出します。 

 

２）調和あるまちなみの形成 

・参道の歴史的な雰囲気を取り入れた統一感のあるデザインによる街並み形成を目指します。 

・過度な高さや圧迫感のある建物配置を避け、まちなみの連続性を維持します。 

 

参考例 

  

 

  

▲商店街の雰囲気と歴史を受継いだ通り 

(巣鴨地蔵通り商店街) 

▲石畳の舗装や見世棚がある門前通り(深川不動堂) 
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④西武新宿線沿道（上部空間含む） 

西武新宿線沿道ゾーンは、現在の西武新宿線地上部に面した沿道エリアであり、上部空間の整備

により大きな環境変化が見込まれる場所です。 

沿道には中小規模の住宅・店舗が連なり、今後、開放的で安全な歩行空間と、にぎわい施設の導

入による活性化が期待されます。本ゾーンでは、地下化後の線路跡地の活用方針と連動しながら、

既存街路と一体となった、歩いて楽しい、魅力ある沿道空間の形成を目指します。 

 

１）線路跡地と調和したにぎわいのあるまちなみ 

・駅前の利便性の高いエリアとして、沿道型の店舗やサービス施設、滞留空間の整備を図りま

す。 

・鉄道上部空間方針と連携し、上部空間に沿道と一体的に使える緑地や休憩スペースの整備を

促し、にぎわいや滞留の生まれる空間構成を目指します。 

 

２）駅とつながる安全な通り 

・線路跡地の活用にあたり、避難通路や一時滞留空間としての機能も想定し、災害時に強い空

間を目指します。 

・道路を拡幅するなど、人々が安心して歩ける道路空間を整備します。 

 

参考例 

  

 

 

  

▲物販店舗や飲食店が立地してにぎわう遊歩道 

(下北線路街) 

▲歩きやすくにぎわいのある遊歩道 

(下北線路街) 
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´街区の内側部分 

街区の内側部分ゾーンは、幹線道路や駅前空間から一歩奥まった位置にあり、戸建住宅や中小規

模の集合住宅が混在しています。一方で、狭あい道路が多く、木造の老朽建築物等の密集や防災性

の課題を抱えています。 

今後のまちづくりでは、こうした課題に丁寧に対応しつつ、安心して暮らし続けられる安全で快適

な住環境づくりが求められます。 

このゾーンでは、段階的な建物の更新や、道路整備、住環境の向上を一体的に進める枠組みを整

えるとともに、周囲との調和あるまちなみを目指します。 

 

１）住・商が混在した便利で快適な居住空間 

・将来的な利活用の広がりを見据え、土地利用の更新や高度利用も視野に入れたまちづくりを

進めます。 

・小規模な商業・サービス機能の立地にも対応し、日常生活の利便性と居住性の両立を図りま

す。 

 

２）安全で歩きやすい生活道路 

・狭あい道路が多いため、安全な通行、避難路として機能する生活動線を整備します。 

・歩行者優先の道路とし、高齢者や子どもにもやさしい移動を実現します。 

・区画街路第４号線、禅定院通りとの接続性を高め、避難路としても機能する生活動線を整備

します。 

 

３）安心して暮らし続けられる環境 

・土地の細分化や無秩序な建替えを防ぐため、地区整備計画を活用し、防災性や居住性の向上

につながる土地利用更新を誘導します。 

・火災リスクに対応するため、建築物の不燃化の推進を図るとともに、消防活動困難区域の解

消につながる道路整備を進めます。 

 

参考例 

 
出典：狭あい道路拡幅整備パンフレット（中野区） 

▲建物を後退して建替えることで狭あい道路を解消(中野区) 


